
  

 

 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 

指
定
介
護
予
防
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
 

指
定
介
護
予
防
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

別
表
 

指
定
介
護
予
防
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

介
護
予
防
支
援
費
 

介
護
予
防
支
援
費
 

イ
 
介
護
予
防
支
援
費
（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
介
護
予
防
支
援
費

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
4
2単

位
 

⑵
 
介
護
予
防
支
援
費

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
472単

位
 

注
１

 
⑴
に
つ
い
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
介
護
保
険
法
（
平

成
９
年
法
律
第
1
2
3
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

115条
の

46
第

１
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
（
法
第

58

条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
58
条

第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
い
、
か
つ
、
月
の
末
日
に
お
い
て
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成

18
年
厚

生
労
働
省
令
第
3
7
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
第
13
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
文
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合

に
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

イ
 
介
護
予
防
支
援
費
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
438単

位
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

注
１

 
介
護
予
防
支
援
費
は
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
介
護
予
防
支
援
（

介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

123
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
58
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
行
い
、
か
つ
、
月
の
末
日
に
お
い
て
指
定
介
護
予
防
支

援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平

成
18
年
厚
生
労
働
省
令
第
37
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
第

13

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
文
書
を
提
出
し
て

い
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
（
法
第

58条
第
１
項
に
規
定
す
る

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
所
定
単
位
数

を
算
定
す
る
。
 

 

２
 
⑵
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入

出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を

通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
（
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該
方
法
に
よ
る
届
出
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

（
新
設
）
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方
法
と
す
る
。
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
（
以
下
「
老
健
局
長
」
と

い
う
。
）
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
（
法
第
4
6
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
、
利
用
者

に
対
し
て
指
定
介
護
予
防
支
援
を
行
い
、
か
つ
、
月
の
末
日
に
お
い

て
基
準
第
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
文
書

を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

４
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

５
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
し
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
（

基
準
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
支
援
専
門
員
が
指
定
介
護
予
防
支
援
を

行
っ
た
場
合
（
⑵
を
算
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
特
別
地
域
介

護
予
防
支
援
加
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の

15
に
相
当
す

る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

６
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
し
、
か
つ
別
に
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
介
護
予
防
支
援
事

業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
が
指
定
介
護
予
防
支
援
を
行
っ
た
場
合
（

⑵
を
算
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の

10

に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

７
 
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
が
、
別
に
厚
生

（
新
設
）
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労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
利
用
者
に
対
し
、
通
常

の
事
業
の
実
施
地
域
（
基
準
第

17
条
第
５
号
に
規
定
す
る
通
常
の
事

業
の
実
施
地
域
を
い
う
。
）
を
越
え
て
、
指
定
介
護
予
防
支
援
を
行

っ
た
場
合
（
⑵
を
算
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
所
定
単
位
数
の

1
0
0
分
の
５
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

８
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

ロ
 
初
回
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
00単

位
 

注
 
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
新
規
に
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
計
画
（
法
第
８
条
の
２
第
16
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計

画
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
利
用
者
に
対
し
指
定

介
護
予
防
支
援
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
初
回
加
算
と
し
て
、
１

月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ロ
 
初
回
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300単

位
 

注
 
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
（
基
準
第
２
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護

予
防
支
援
事
業
所
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
新
規

に
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
８
条
の
２
第

16項
に
規
定
す
る
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
す
る

利
用
者
に
対
し
指
定
介
護
予
防
支
援
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
初

回
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。

 

ハ
 
委
託
連
携
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
00単

位
 

注
 
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
に
限

る
。
）
が
利
用
者
に
提
供
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
（
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
（
平
成
1
1年

厚
生
省
令
第
3
8
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す

る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
を
い
う
。
）
に
委
託
す
る
際
、
当
該
利

用
者
に
係
る
必
要
な
情
報
を
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
提
供

し
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

計
画
の
作
成
等
に
協
力
し
た
場
合
は
、
当
該
委
託
を
開
始
し
た
日
の
属

す
る
月
に
限
り
、
利
用
者
１
人
に
つ
き
１
回
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位

数
を
加
算
す
る
。
 

ハ
 
委
託
連
携
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300単

位
 

注
 
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
が
利
用
者
に
提
供
す
る
指
定
介
護
予
防

支
援
を
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
（
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業

の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
11
年
厚
生
省
令
第

38
号
）
第

２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
を
い
う
。
）
に

委
託
す
る
際
、
当
該
利
用
者
に
係
る
必
要
な
情
報
を
当
該
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
に
提
供
し
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け

る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
に
協
力
し
た
場
合
は
、
当
該
委

託
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
に
限
り
、
利
用
者
１
人
に
つ
き
１
回
を

限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
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